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広島弁護士会所属

山下江 検索企業法務専門サイトあります
http://www.hiroshima-kigyo.com

な や み よ まるく相談予約専用
フリｰダイヤル

〒730-0012 広島市中区上八丁堀 4-27上八丁堀ビル703   TEL 082-223-0695  FAX 082-223-2652　所長 山下江

予約電話受付
平日 9 ～ 1９時
土曜 10 ～17 時

◆離婚､相続､交通事故､債務整理の無料相談実施中！
◆債務整理､交通事故 : 着手金￥０-

☑契約書ﾁｪｯｸ ☑債権回収 ☑労務問題など

 機動力と総合力の広島最大級事務所 !  迅速な対応のための予防法務 = 顧問契約をお勧めします

H27.12 撮影

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
（
６
）

　
今
回
は
、
厚
生
労
働
省
が
平
成
18

年
３
月
に
策
定
し
た
「
労
働
者
の
心

の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
指

針
」（
以
下
「
指
針
」
と
い
う
）
に
基

づ
い
て
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す

る
個
人
情
報
の
保
護
及
び
小
規
模
事

業
場
に
お
け
る
取
組
の
留
意
事
項
に

つ
い
て
、
説
明
し
ま
す
。

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
個
人
情

報
の
保
護
へ
の
配
慮

　
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
労
働

者
の
個
人
情
報
は
、
労
働
者
の
健
康

情
報
を
含
む
こ
と
か
ら
、
情
報
の
取

得
、
保
管
や
利
用
等
の
各
場
面
に
お

い
て
、
適
切
に
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
一
方
で
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

不
調
の
労
働
者
へ
の
対
応
に
当
た
っ

て
は
、
労
働
者
の
上
司
や
同
僚
の
理

解
・
協
力
を
得
る
た
め
、
労
働
者
の

健
康
情
報
を
適
切
に
活
用
す
る
こ
と

も
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
事
業
者
は
、
労
働
者
の

健
康
情
報
を
含
む
個
人
情
報
の
取
り

扱
い
に
関
し
て
、
以
下
の
点
に
留
意

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
労
働
者
の
同
意

　
労
働
者
の
健
康
情
報
を
含
む
個
人

情
報
を
主
治
医
等
の
医
療
職
や
家
族

か
ら
取
得
す
る
際
に
は
、
事
業
者
は

そ
の
取
得
目
的
を
あ
ら
か
じ
め
労
働

者
に
明
ら
か
に
し
て
同
意
を
得
る
と

と
も
に
、
労
働
者
本
人
か
ら
情
報
の

提
出
を
受
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
前
記
の
情
報
を
医
療
機
関

等
の
第
三
者
に
提
供
す
る
場
合
も
、

原
則
と
し
て
労
働
者
本
人
の
同
意
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

　
但
し
、
労
働
者
の
生
命
・
健
康
の

保
護
の
た
め
に
緊
急
か
つ
重
要
で
あ

る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
、
労
働
者

本
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
に
努
め
た

上
で
、
必
要
な
範
囲
で
情
報
を
提
供

す
べ
き
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
の
で
、

留
意
が
必
要
で
す
。

②
事
業
場
内
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
に

よ
る
情
報
の
加
工

　
事
業
場
内
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
に

は
、
労
働
者
本
人
や
管
理
監
督
者
か

ら
の
相
談
対
応
等
に
よ
り
、
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
労
働
者
の
個
人

情
報
が
集
積
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
者
が
事
業

者
等
に
前
記
の
情
報
を
提
供
す
る
際

に
は
、
そ
の
範
囲
や
提
供
先
を
必
要

最
小
限
に
し
た
り
、
情
報
を
集
約
・

整
理
す
る
な
ど
、
適
切
に
加
工
し
た

上
で
提
供
す
べ
き
で
す
。

　
ま
た
、
診
断
名
や
検
査
値
等
の
生

デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
産
業
医
や
保

健
師
等
に
取
り
扱
わ
せ
る
の
が
望
ま

し
い
と
言
え
ま
す
。

③
健
康
情
報
の
取
り
扱
い
に
関
す
る

事
業
場
内
に
お
け
る
取
り
決
め

　
事
業
者
は
、
衛
生
委
員
会
等
で
の

審
議
を
踏
ま
え
、
個
人
情
報
を
取
り

扱
う
者
及
び
そ
の
権
限
、
取
り
扱
う

情
報
の
範
囲
や
守
秘
義
務
等
に
つ
い

て
、
あ
ら
か
じ
め
事
業
場
内
の
規
程

等
を
策
定
し
て
、
取
り
決
め
て
お
く

こ
と
が
望
ま
し
い
と
言
え
ま
す
。

小
規
模
事
業
場
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
取
組
の
留
意
事
項

　
常
時
使
用
す
る
労
働
者
が
50
人
未

満
の
小
規
模
な
事
業
場
で
は
、
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
を
推
進
す
る
に
当

た
っ
て
、
必
要
な
事
業
場
内
産
業
保

健
ス
タ
ッ
フ
が
確
保
で
き
な
い
場
合

が
多
い
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
小
規
模
な
事
業
場
で

は
、
事
業
者
は
、
衛
生
推
進
者
ま
た

は
安
全
衛
生
推
進
者
を
事
業
場
内
の

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
推
進
担
当
者
と
し

て
選
任
す
る
と
と
も
に
、
地
域
産
業

保
健
セ
ン
タ
ー
等
の
事
業
場
外
資
源

の
提
供
す
る
支
援
等
を
積
極
的
に
活

用
す
べ
き
で
す
。

　
ま
た
、
事
業
者
は
、
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
ケ
ア
を
積
極
的
に
実
施
す
る
旨

を
表
明
し
、「
セ
ル
フ
ケ
ア
」
及
び

「
ラ
イ
ン
に
よ
る
ケ
ア
」
を
中
心
と

し
て
、
実
施
可
能
な
と
こ
ろ
か
ら
着

実
に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
推
進
の

取
組
を
進
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と

言
え
ま
す
。

　

田
中
伸（
山

下
江
法
律

事
務
所
、

副
所
長
・

弁
護
士
）

広
島
県
三
原
市
出
身
。
広
島
大
学
附

属
福
山
高
校
、
一
橋
大
学
法
学
部
卒

業
。
平
成
９
年
司
法
試
験
合
格
。
平

成
12
年
４
月
広
島
弁
護
士
会
入
会
。

平
成
23
年
度
広
島
弁
護
士
会
副
会
長
。

【
主
な
取
扱
分
野
】
企
業
法
務
、
債

権
回
収
、
債
務
整
理
、
交
通
事
故
被

害
（
損
害
賠
償
請
求
）。

実
務
に
役
立
つ

企
業
法
務
の
基
礎

山
下
江
法
律
事
務
所
の

第75回

平成 28 年６月７日
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